
 

厚木市指定避難所開設・運営マニュアル概要版 

１ 発災時の避難の流れと避難場所・避難所との関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 避難所運営委員会の編成 
避難所運営委員会の委員が中心となり、組織を立ち上げ、避難者からの参画や協力を

得ながら役割に応じた班編成をする（下表参照）。 

各班・担当は、避難所運営委員会の立ち上げ時から全ての班・担当を配置するのでは

なく、必要な状況で配置していく。また、体調不良者等を除き、全ての避難者が何らか

の役割を担うことを原則としている他、各班及び担当のリーダーには男女をバランスよ

く配置し、女性にも配慮した運営を実践する。 

班 担当 摘 要 

総務班 

調整担当 各班との連携による避難所運営全体の調整とトラブル対応、在宅避難者の対応 

情報担当 市本部等との連絡調整補助、避難所内への情報周知、報道機関等の対応 

受援担当 ボランティアニーズの集約、ボランティア等支援部隊との連携、ボランティアの配置 

保健班 
救護担当 軽傷者への応急措置、医療救護所の設置及び運営協力、要配慮者への支援、メンタルケア 

衛生担当 避難所内でのトイレ・ゴミの処理を中心とした衛生環境の保全・清掃、感染症予防措置 

管理班 

運営担当 避難者の受入れ調整、出入りの管理、避難所運営ルールの設定・調整、ペット対策 

防犯担当 避難所内の防犯、防火対策、市本部及び警察機関との連携 

窓口担当 
避難所内に設置される健康相談、生活再建支援等の窓口の設置、運営への協力、避難者等

の交流の場の設営   

  食料 

物資班 

機材担当 避難所運営に必要な機材及び燃料の手配・管理・設営 

物品担当 日用品、衛生用品の手配・管理・配給、物資の受入れ・仕分け・管理 

給食担当 飲料水及び食料の管理・配給、炊出しの実施 

 

発 災 

初期消火、 

救出・救助 

 

危険無 

危険な状態の解消 

避難勧告・指示 

自宅 

（在宅避難） 

福祉施設等 

物流途絶

中の生活

支援 

指定避難所では健康

状態が維持できない
高齢者、障がい者等 

自宅で生活できない 

自宅で生活 

できる 

指定避難所 

自宅での安全確保と生活維持 

【住民が自然に集ま

る避難所周辺】 

みんなの避難場所（一
時避難場所）など 【事前に指定された危険回避の場所】 

広域避難場所など 

火災、ガス漏出、河川氾濫等の危険な状態 自主的避難 



 
 
３ 避難所開設・運営・閉鎖までの全体的な流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 避難所運営委員会規約の作成 
   新たに避難所運営委員会規約を作成。 

 各避難所運営委員会で規約を作成し、今年度中にマニュアルを作成する。 

① 避難行動・安全確保 

② 避難所施設の安全点検 

③ 避難所運営本部の設置 

④ 避難所の準備・開設 

⑤ 避難者の受入れ（安否確認） 

初動期 

（発災～24 時

間頃） 

安 全 を 確 保

し、避難所を

開設 

展開期 

（24 時間～３

日頃） 

避難所生活の

体制を整える 

① 関係機関との連絡調整【総務班】 

② 緊急的・一時的な生活環境の確保【管理班・食料物資班】 

③ 災害医療従事者等に対する協力【保健班】 

④ 避難者の健康維持への協力【保健班】 

⑤ 防犯対策【管理班】 

⑥ 要配慮者等への支援【保健班】 

⑦ 避難所運営支援者の受入れ調整【総務班】 

⑧ 避難所環境の改善【保健班・管理班】 

⑨ 感染症・食中毒予防【保健班・食料物資班】 

⑩ 報道機関等の対応【総務班】 

⑪ 在宅避難者に対する支援【総務班】 

安定期 

（３日～２週

間頃） 

生活再建に向

けた環境作り 

復旧期～撤収 

（２週間～避

難所閉鎖） 

避難者の生活

再建への支援 

① 生活再建支援の補助【管理班】 

② 避難者生活の長期化への対応【全班】 

③ 施設等の機能回復【管理班】 

④ 避難所の縮小・閉鎖【総務班】 

 発  災 

原則、安全点検につ

いては、避難所担当職

員、施設管理者が指示

確認をします。 

安定期に入ると、

地域主体の避難所

運営から避難者中

心の避難所運営に

移行します。 


